
李
　
善
　
伝
　
記
　
考

富
　
永
一
　
登

情
の
粛
該
の
『
文
選
音
』
に
始
ま
っ
た
『
文
選
』
の
注
釈
は
、
晴
の
腹
帯
・
唐
の
太
宗
に
仕
え
た
官
憲
に
よ
っ
て
「
文
選
学
」
　
と
し
て

の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
O
唐
の
元
和
年
間
(
八
〇
六
-
八
二
〇
)
　
に
、
揚
州
江
都
県
の
主
簿
で
あ
っ
た
創
意
の
『
大
唐
新
語
』

(
1
)

巻
九
に
'
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

江
准
の
間
に
『
文
選
』
の
学
を
為
す
は
、
江
都
の
曹
憲
よ
り
起
こ
る
。
貞
観
の
初
、
揚
州
長
史
李
襲
誉
　
之
を
薦
め
、
敬
し
て
弘

文
館
学
士
と
為
さ
ん
と
す
。
憲
　
年
老
い
た
る
を
以
て
起
た
ず
。
使
を
遣
は
し
就
き
て
朝
散
大
夫
を
拝
せ
し
め
、
烏
三
百
疋
を
賜
ふ
。

憲
　
情
に
仕
へ
て
秘
書
た
り
し
を
以
て
'
学
徒
数
百
人
、
公
卿
も
亦
多
-
之
に
従
ひ
て
学
ぶ
。
『
文
選
音
義
』
十
巻
を
撰
す
。
年
百

余
歳
に
し
て
乃
ち
卒
す
。
其
の
後
'
句
容
の
許
掩
、
江
夏
の
李
善
、
公
孫
羅
相
継
い
で
『
文
選
』
を
以
て
教
授
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
庸
の
時
代
に
す
で
に
「
文
選
学
」
が
曹
憲
よ
り
始
ま
り
、
李
善
ら
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
『
旧
唐
書
』
(
巻
1
八
九
上
)
『
新
唐
書
』
(
巻
t
九
八
)
　
の
儒
学
伝
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
『
新
唐

書
』
　
で
は
「
文
選
学
」
を
伝
承
し
た
著
の
中
に
貌
模
の
名
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

清
・
阪
元
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
踏
ま
え
て
、
「
揚
州
隔
文
選
楼
記
」
(
『
撃
経
室
集
』
　
二
集
巻
二
)
　
の
中
で
'

公
孫
羅
等
皆
選
注
有
り
、
李
善
に
至
っ
て
其
の
成
を
集
む
。
然
ら
ば
則
ち
曹
・
貌
・
公
孫
の
注
へ
半
ば
李
善
注
の
中
に
存
す
。

(
2
)

と
述
べ
て
い
る
.
し
か
し
、
粛
該
を
は
じ
め
曹
憲
・
許
掩
・
公
孫
羅
ら
の
残
存
す
る
注
釈
を
検
討
し
た
結
果
、
阪
元
の
指
摘
す
る
よ
う
な
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痕
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
は
テ
キ
ス
ト
の
継
承
に
つ
い
て
も
'
注
釈
の
体
例
に
つ
い
て
も
李
善
の
『
文
選
』
注
に
は
影
響
を
与

え
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
.
そ
れ
ま
で
音
注
や
字
義
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
い
た
「
文
選
学
」
紐
、
『
文
選
』
正
文
作
者
の
言
語
表
現

を
典
拠
を
挙
げ
て
解
明
す
る
と
い
う
李
善
注
の
出
現
に
よ
う
て
全
く
新
し
い
展
開
を
見
せ
る
の
で
あ
る
0
本
稿
で
は
、
李
善
に
関
す
る
伝

記
資
料
の
整
理
を
通
し
て
'
李
善
に
よ
る
新
た
な
「
文
選
学
」
創
出
の
経
緯
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　
江
夏
の
李
氏

『
新
唐
書
』
巻
七
二
上
宰
相
世
系
表
に
よ
れ
ば
、
李
善
は
江
夏
の
李
氏
の
家
系
に
属
し
て
い
る
。
『
大
唐
新
語
』
巻
九
と
『
新
唐
書
』

儒
学
伝
上
が
「
江
夏
」
　
の
李
善
と
記
し
、
杜
甫
も
「
八
哀
詩
」
　
で
李
善
の
子
の
李
亀
の
死
を
悲
み
、
「
贈
秘
書
監
江
夏
季
公
爵
」
(
秘
書
監

江
夏
の
李
公
亀
に
贈
る
)
　
と
題
し
て
い
る
O
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
上
、
文
苑
伝
中
へ
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
中
は
、
「
江
都
」
(
揚
州
広
陵
郡
。

江
蘇
省
江
都
県
)
　
の
人
と
記
す
。
「
江
都
」
が
実
際
の
出
身
地
で
、
「
江
夏
」
は
郡
望
で
あ
る
。

(
3
)

江
夏
の
李
氏
は
、
遇
郡
の
李
氏
の
六
房
の
一
つ
で
あ
る
。
『
唐
代
墓
誌
嚢
編
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

①
大
暦
〇
〇
八
「
唐
故
都
州
司
戸
参
軍
李
府
君
墓
誌
井
序
」
(
李
善
の
兄
弟
坊
の
子
睦
の
墓
誌
)

②
大
暦
〇
〇
九
「
唐
故
北
海
郡
守
贈
蘭
書
監
江
夏
季
公
墓
誌
銘
井
序
」
(
李
亀
の
墓
誌
)

③
貞
元
〇
三
三
「
唐
故
江
夏
季
府
君
墓
誌
」
(
李
亀
の
第
二
子
岐
の
墓
誌
)

④
元
和
〇
七
二
「
唐
故
大
理
評
事
贈
左
賛
善
大
夫
江
夏
季
府
君
墓
誌
銘
井
序
」
(
李
亀
の
第
三
子
麹
の
墓
誌
)

(

蝣

'

)

⑤
会
昌
〇
四
〇
「
唐
故
綿
州
刺
史
江
夏
季
公
墓
誌
銘
井
序
」
(
勉
の
子
正
卿
の
墓
誌
)

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
「
其
の
先
は
過
の
人
な
り
」
、
②
「
本
超
の
人
な
り
」
、
③
「
広
武
君
左
幸
の
後
'
超
の
人
な
り
」
、
④
「
本
趨
郡
の

人
な
り
」
、
⑤
「
公
　
実
は
超
の
人
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
先
祖
は
超
の
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
以
下
、
宰
相
世
系
表
や
墓
誌
を
も

[
L
J
・
・
]

と
に
李
善
・
李
亀
に
至
る
ま
で
の
家
系
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
.
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そ
の
先
は
、
超
に
仕
え
て
広
武
君
に
封
ぜ
ら
れ
准
陰
侯
韓
信
に
策
を
授
け
た
李
左
車
で
'
九
代
の
孫
後
漠
の
会
穫
太
守
高
陽
侯
李
就
が

i<fcI

居
を
江
夏
郡
平
春
県
(
河
南
省
信
陽
市
)
に
移
し
た
。
こ
れ
が
江
夏
の
李
氏
の
始
ま
り
で
あ
る
。
『
三
国
志
』
『
晋
書
』
な
ど
に
よ
り
、
そ

(
3

の
後
の
系
図
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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江
南
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
へ
『
世
説
新
語
』
棲
逸
篇
劉
孝
標
注
引
『
文
字
志
』
に
、

厳
へ
字
は
宗
子
、
江
夏
鍾
武
の
人
な
り
。
祖
の
乗
は
、
秦
州
刺
史
た
り
。
父
の
重
は
'
平
陽
太
守
た
り
。
世
々
名
望
有
り
。
・

後
、
難
を
避
け
兄
に
随
ひ
て
南
渡
す
。
司
徒
王
導
、
復
た
之
を
辞
す
。
-
-
式
、
字
は
景
則
'
厳
の
長
兄
な
り
。
思
理
に
し
て
儒
隠
、

平
素
の
誉
あ
り
。
江
を
渡
り
臨
海
太
守
、
侍
中
を
累
遷
す
。
年
五
十
四
に
し
て
卒
す
。

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
李
重
の
子
の
時
代
に
'
永
嘉
の
乱
に
際
し
江
南
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
墓
誌
に
は
、

遠
祖
格
へ
永
嘉
の
末
へ
世
を
避
け
南
に
徒
り
'
江
夏
王
に
封
ぜ
ら
る
。
後
困
り
て
郡
人
と
為
る
。
(
墓
誌
①
)

烈
粗
略
へ
晋
の
商
運
に
随
ひ
'
江
に
食
邑
す
る
こ
と
へ
数
百
年
な
り
。
(
墓
誌
②
)

と
あ
る
。
『
世
説
新
語
』
棲
逸
蔦
に
廓
を
李
重
の
第
五
子
と
し
て
い
る
の
で
'
こ
の
恰
も
李
重
の
子
で
共
に
江
南
に
移
動
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

南
渡
の
後
へ
李
善
の
父
元
哲
が
広
陵
に
移
る
前
は
'
何
処
に
居
を
構
え
て
い
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
'
墓
誌
⑤
に
「
其
の

先
　
武
昌
に
食
菜
L
へ
子
孫
困
り
て
家
し
、
今
江
夏
の
李
氏
と
為
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
へ
郡
州
江
夏
郡
(
湖
北
省
武
漢
市
)
　
に
住
ん
で

い
た
と
思
わ
れ
る
。
李
白
が
'
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
、
夜
郎
に
流
さ
れ
る
途
中
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
「
題
江
夏
修
静
寺
」
詩
の
原
注
に
、

「
此
の
寺
は
是
れ
李
北
海
(
李
邑
)
　
の
旧
宅
な
り
」
と
あ
り
、
そ
の
詩
に
、
「
我
は
家
す
北
海
の
宅
、
寺
を
作
る
南
江
の
漬
」
と
詠
う
。

恐
ら
く
郡
州
江
夏
郡
が
南
渡
後
の
江
夏
の
李
氏
の
居
住
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
江
夏
の
李
氏
の
業
績
を
見
て
み
よ
う
.
曹
操
に
仕
え
た
李
通
は
任
侠
を
以
て
聞
こ
え
た
人
物
で
あ
る
(
『
三
国
志
』
巻
1
八
李
通

伝
)
が
、
西
晋
に
仕
え
た
李
重
以
後
は
、
文
人
・
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
が
多
い
。
李
重
は
「
少
-
し
て
学
を
好
み
へ
文
辞
有
り
」

(
『
晋
書
』
巻
四
六
李
重
伝
)
　
と
記
さ
れ
'
「
障
志
」
　
に
『
散
騎
常
侍
李
重
集
』
　
二
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
李
重
の
父
乗
も
、
『
家
誠
』

(
『
全
晋
文
』
巻
五
三
所
収
)
を
作
っ
て
い
る
。
重
の
子
の
式
と
廓
も
'
「
厳
は
学
を
好
み
、
草
隷
を
善
-
L
へ
兄
の
式
と
名
を
斉
し
く
す
」

(
『
世
説
新
語
』
棲
逸
篇
劉
孝
標
注
引
『
文
字
志
』
)
　
と
記
さ
れ
、
王
導
に
召
さ
れ
て
い
る
。



l
l

蝣

#

・

蝣

;

m考記伝善李

中
で
も
有
名
な
の
は
、
『
晋
書
』
巻
九
二
文
苑
伝
に
名
を
残
し
て
い
る
李
充
で
あ
る
。
「
詩
賦
表
頭
等
雑
文
」
　
二
百
四
十
首
を
作
り
、

「
障
志
」
　
に
「
晋
李
充
集
二
十
二
巻
」
「
翰
林
論
三
巻
梁
有
五
十
四
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
尚
書
』
に
注
し
、
『
周
易
旨
』

六
篇
'
『
釈
荘
子
論
』
上
下
二
薦
を
著
し
た
と
記
さ
れ
、
「
惰
志
」
　
に
「
論
語
十
巻
晋
著
作
郎
李
充
往
」
「
論
語
釈
1
巻
李
充
撰
」
　
と
著
録

さ
れ
て
お
り
、
注
釈
家
と
し
て
も
多
-
の
業
績
を
ノ
残
し
て
い
る
。
李
充
の
子
の
顕
も
'
「
亦
文
義
有
り
、
述
作
す
る
所
多
し
」
(
『
晋
書
』

巻
九
二
文
苑
伝
)
　
と
記
さ
れ
'
「
惰
志
」
　
に
'
「
周
易
卦
象
数
旨
六
巻
東
音
楽
安
亭
侯
李
顕
撰
」
「
集
解
尚
書
十
丁
巻
李
顧
撰
」
「
尚
書
新
釈

二
巻
李
顕
撰
」
「
晋
李
顧
集
十
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
系
図
に
は
登
場
し
て
い
な
い
が
、
『
揚
子
法
言
』
注
を
始
め
、
『
周
易

音
』
　
l
巻
・
『
尚
書
音
』
五
巻
・
『
儀
礼
音
』
　
1
巻
・
『
礼
記
音
』
　
二
巻
・
_
『
春
秋
左
氏
伝
音
』
三
巻
・
『
春
秋
公
羊
音
』
　
l
巻
・
『
小

爾
雅
』
一
巻
李
軌
略
解
(
「
障
志
」
)
　
な
ど
多
数
の
注
釈
書
を
著
し
た
東
晋
の
李
軌
も
江
夏
の
李
氏
で
あ
る
。
李
充
以
後
、
数
代
は
南
朝
で

3
)

の
事
跡
が
伝
わ
ら
な
い
が
、
李
善
の
家
系
に
は
注
釈
家
と
し
の
伝
統
が
息
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

二
　
李
善
の
伝
記

李
善
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
-
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
李
善
が
政
治
家
・
文
章
家
と
し
て
名
を
馳
せ
る
こ

と
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
0
先
に
記
し
た
『
大
唐
新
語
』
巻
九
の
他
、
次
に
記
す
『
旧
唐
書
』
巻
l
八
九
上
「
儒
学
伝
上
」
、
『
旧

唐
書
』
巻
一
九
〇
中
「
文
苑
伝
中
」
、
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
二
「
文
芸
伝
中
」
　
に
見
ら
れ
る
'
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
字
に
満
た
ぬ
も
の
だ
け
で

あ
t
C
サ
J

O
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
上

李
善
は
、
揚
州
江
都
の
人
な
り
。
方
雅
清
勤
に
し
て
、
士
君
子
の
風
有
り
。
明
慶
中
(
六
五
六
-
六
六
一
。
高
宗
の
年
号
顕
慶
の

こ
と
。
次
の
皇
帝
中
宗
李
顕
の
詩
を
避
け
て
改
め
た
)
、
太
子
内
率
府
録
事
参
軍
・
崇
賢
館
直
学
士
に
累
補
せ
ら
れ
、
柿
王
侍
読
を

兼
ね
.
嘗
て
『
文
選
』
を
注
解
し
、
分
か
ち
て
六
十
巻
と
為
し
、
表
し
て
之
を
上
り
、
縄
一
百
二
十
匹
を
賜
ひ
、
詔
し
て
秘
関
に
蔵
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せ
し
む
。
瀞
王
府
記
室
参
軍
に
除
せ
ら
れ
、
秘
書
郎
に
転
ず
。
乾
封
中
(
六
六
六
-
六
六
八
)
へ
出
で
て
経
城
令
と
為
る
。
賀
蘭
敏

之
と
周
密
な
る
に
坐
し
、
眺
州
に
配
流
せ
ら
る
。
後
へ
赦
に
遇
ひ
還
る
を
得
、
教
授
を
以
て
業
と
為
す
。
諸
生
多
-
遠
方
よ
り
至
る
。

又
『
漢
書
辞
惑
』
三
十
巻
を
撰
す
o
載
初
元
年
(
六
八
九
年
十
t
月
～
六
九
〇
年
九
月
)
卒
す
o
子
亀
も
亦
名
を
知
ら
る
o

O
『
旧
唐
書
』
文
苑
伝
中

李
亀
は
、
広
陵
江
都
の
人
な
り
。
父
善
、
嘗
て
『
文
選
』
を
同
郡
の
人
曹
憲
に
受
-
。
後
、
左
侍
極
賀
蘭
敏
之
の
薦
引
す
る
所
と

為
り
、
崇
賢
館
学
士
と
為
り
、
蘭
台
郎
に
転
ず
。
敏
之
敗
れ
、
善
　
坐
し
て
嶺
外
に
配
流
せ
ら
る
。
赦
に
会
ひ
て
還
り
'
困
り
て
洋

鄭
の
間
に
寓
居
し
て
、
以
て
『
文
選
』
を
講
じ
て
業
と
為
す
。
年
老
い
て
疾
に
て
卒
す
。
狂
す
る
所
の
『
文
選
』
六
十
巻
へ
大
い
に

時
に
行
は
る
。

○
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
中

李
亀
、
字
は
泰
和
、
揚
州
江
都
の
人
な
り
.
父
善
、
雅
行
有
り
て
、
掩
-
古
今
を
貫
け
ど
も
へ
辞
を
属
る
能
は
ず
。
故
に
人
「
書

鹿
」
　
と
号
す
。
顕
慶
中
、
崇
賢
館
直
学
士
に
累
擢
せ
ら
れ
、
酒
王
侍
読
を
兼
ぬ
。
『
文
選
』
注
を
為
し
、
敷
析
淵
拾
な
り
。
表
し
て

之
を
上
り
へ
賜
賛
頗
る
渥
し
.
洛
王
府
記
室
参
軍
に
除
せ
ら
れ
、
澄
城
令
と
為
り
、
賀
蘭
敏
之
と
善
な
る
に
坐
し
'
桃
州
に
流
さ
る
0

赦
に
遇
ひ
て
還
り
、
洋
邸
の
間
に
居
り
て
講
授
す
。
諸
生
四
遠
よ
り
至
る
。
其
の
業
を
伝
へ
、
「
文
選
学
」
と
号
す
。

こ
れ
ら
の
伝
に
は
、
い
-
つ
か
の
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
他
の
資
料
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
解
明
を
試

み
て
み
よ
う
。

(
生
年
に
つ
い
て
)

李
善
は
唐
の
高
宗
と
則
天
武
后
の
時
代
の
人
で
あ
る
が
'
起
家
以
前
に
つ
い
て
は
、
『
旧
唐
書
』
文
苑
伝
に
'
「
嘗
て
『
文
選
』
を
同
郡

の
人
曹
憲
に
受
-
」
と
あ
る
だ
け
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
曹
憲
は
'
貞
観
八
年
(
六
三
四
)
　
以
降
の
貞
観
の
中
頃
に
百
五
歳
の
長
寿
で

(
1
3
)

卒
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
李
善
が
揚
州
江
都
で
『
文
選
』
の
教
授
を
受
け
た
の
は
、
貞
観
十
年
前
後
よ
り
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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と
す
れ
ば
、
李
善
の
生
年
は
'
貞
観
の
前
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
李
亀
の
生
年
と
関
連
し
て
諸
説
が
あ
る
。

李
善
の
卒
年
は
、
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
に
「
載
初
元
年
卒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
年
齢
に
つ
い
て
は
何
に
も
記
載
が
な
い
。
「
載
初
」

は
、
則
天
武
后
の
年
号
で
'
永
昌
元
年
(
六
八
九
)
十
1
月
を
改
め
て
載
初
元
年
正
月
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
そ
の
九
月
九
日
に
天
授
と

改
元
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
載
初
元
年
は
六
八
九
年
十
1
月
か
ら
六
九
〇
年
九
月
ま
で
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
六
九
〇
年
と
し
て
考
察
を

進
め
る
e

李
亀
は
、
開
元
・
天
宝
年
間
ま
で
活
躍
し
北
海
太
守
に
な
り
、
文
章
家
・
書
家
・
杜
甫
の
師
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
り
、
両
『
唐
書
』

(
3
)

文
苑
伝
の
記
載
な
ど
か
ら
、
上
元
二
年
(
六
七
五
)
　
に
生
ま
れ
、
天
宝
六
載
(
七
四
七
)
　
に
七
十
三
歳
で
卒
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
一
八
六
に
は
、
李
善
が
曹
憲
か
ら
『
文
選
』
の
教
授
を
受
け
た
の
を
惰
末
と
し
へ
　
そ
の
時
既
に
弱
冠
と
す

れ
ば
、
李
亀
が
生
ま
れ
た
時
は
七
十
余
歳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
'
高
歩
濠
『
文
選
李
注
義
疏
』
(
「
唐
李
崇
賢
上

文
選
注
表
」
)
　
で
は
'
貞
観
元
年
に
曹
憲
が
七
、
八
十
歳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
'
そ
の
後
二
、
三
十
年
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
'
李

善
が
貞
観
年
間
に
『
文
選
』
の
教
授
を
受
け
る
の
は
可
能
で
あ
り
'
仮
に
李
善
の
生
年
を
貞
観
初
年
と
す
る
と
、
李
邑
が
生
ま
れ
た
の
は

李
善
四
十
余
蔵
の
時
と
な
る
と
い
う
。
朱
美
田
氏
(
注
1
4
の
書
)
　
は
、
李
善
の
享
年
を
約
六
十
歳
と
し
て
い
る
の
で
、
高
氏
説
と
ほ
ぼ
同

じ
と
な
る
。

(S>

こ
れ
に
対
し
て
、
屈
守
元
氏
は
、
曹
憲
の
卒
年
は
貞
観
の
中
頃
で
あ
っ
て
末
年
で
は
な
い
と
し
、
揚
州
大
都
督
府
長
史
李
襲
誉
が
曹
憲

を
推
挙
し
た
頃
(
屈
氏
は
貞
観
八
年
頃
と
す
る
)
、
弱
冠
の
李
善
が
教
授
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
李
善
の
生
年
は
晴
の
大
業
六
年
(
六
1

0
)
　
に
な
り
(
屈
氏
の
こ
の
推
定
の
根
拠
は
不
明
)
、
李
亀
が
生
ま
れ
た
時
は
六
十
歳
ぐ
ら
い
　
(
屈
氏
の
推
定
し
た
生
年
だ
と
六
十
五
歳

と
な
る
は
ず
)
　
だ
と
い
う
。

以
上
の
諸
説
を
整
理
す
る
と
、
李
善
の
生
年
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
　
四
庫
提
要
説
　
　
五
九
八
こ
ろ
～
六
九
〇
　
　
約
九
十
三
歳
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B
　
高
歩
濠
説
　
　
　
六
二
七
こ
ろ
～
六
九
〇
　
　
約
六
十
四
歳

C
　
朱
関
田
説
　
　
　
六
三
一
こ
ろ
～
六
九
〇
　
　
約
六
十
歳

D
　
屈
守
元
説
　
　
　
六
l
 
O
こ
ろ
～
六
九
〇
　
　
約
八
十
歳

A
説
は
李
亀
の
生
年
か
ら
し
て
t
 
B
C
説
は
曹
憲
の
卒
年
か
ら
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
D
説
が
妥
当
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
'
屈
氏
の
推
定
に
は
年
数
の
算
定
に
問
題
が
あ
る
の
で
、
今
そ
れ
を
考
慮
し
て
検
討
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

仮
に
十
五
歳
か
ら
二
十
歳
こ
ろ
の
李
善
が
曹
憲
に
学
ん
だ
の
を
、
屈
氏
の
説
の
よ
う
に
貞
観
八
年
(
六
三
四
)
　
頃
と
す
れ
ば
、
そ
の
生

年
は
六
一
五
年
か
ら
六
二
〇
年
、
つ
ま
り
唐
成
立
前
後
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
父
の
元
哲
が
唐
の
括
州
括
蒼
令
(
漸
江
省
麗
水

市
。
墓
誌
④
)
、
折
州
別
駕
(
山
東
省
臨
折
市
。
墓
誌
③
)
を
勤
め
、
居
を
広
陵
に
移
し
た
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
李
亀

が
生
ま
れ
た
　
(
六
七
五
年
)
　
の
は
李
善
五
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
こ
ろ
、
卒
年
は
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
、
『
旧
唐
書
』
文
苑
伝
の
「
年
老

い
て
疾
に
て
卒
す
」
と
も
合
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
、
李
亀
の
第
二
子
咲
(
七
l
九
-
七
四
八
)
は
邑
が
四
十
五
歳
(
墓
誌
③
)
I

第
三
子
勉
(
七
三
1
I
七
七
六
)
　
は
亀
が
五
十
七
歳
(
墓
誌
㊤
)
　
の
時
に
生
ま
れ
て
い
る
0

八
起
家
に
つ
い
て
)

李
善
の
起
家
に
つ
い
て
、
『
旧
唐
書
』
文
苑
伝
は
'
「
左
侍
極
賀
蘭
敏
之
の
薦
引
す
る
所
と
為
り
'
崇
賢
館
学
士
と
為
り
'
蘭
台
即
に
転

ず
」
と
記
す
o
賀
蘭
敏
之
と
い
う
の
は
、
則
天
武
后
の
姉
韓
国
夫
人
の
子
で
あ
る
0
『
旧
唐
書
』
巻
l
八
三
・
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
六
外

(
S
)
　
　
　
(
S
3
)

戚
伝
で
は
、
則
天
武
后
が
、
彼
を
父
武
士
孝
の
跡
継
ぎ
と
し
、
左
侍
極
・
蘭
台
太
史
の
位
と
周
国
公
の
爵
位
を
与
え
た
の
は
、
乾
封
年
間

(
六
六
六
-
六
六
七
)
　
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
顕
慶
三
年
(
六
五
八
)
　
の
李
善
の
「
上
文
選
注
表
」
　
に
既
に
「
文
林
部
守
右

(
1
8
)

内
率
府
録
事
参
軍
事
崇
賢
館
直
学
士
臣
李
善
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
と
前
後
矛
盾
す
る
。
ま
た
、
李
善
は
乾
封
年
間
に
経
城
令
に
転
出
し

て
お
り
(
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
・
『
新
唐
害
』
文
芸
伝
)
、
左
侍
極
賀
蘭
敏
之
の
推
挙
で
「
崇
賢
館
学
士
と
為
り
'
蘭
台
即
に
転
ず
」
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
に
「
明
慶
中
、
太
子
内
率
府
録
事
参
軍
・
崇
賢
館
直
学
士
に
累
補
せ
ら
れ
」
、
『
新
唐
書
』
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文
芸
伝
に
「
顕
慶
中
'
崇
賢
館
直
学
士
に
累
擢
せ
ら
れ
」
と
あ
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
.

起
家
の
官
と
考
え
ら
れ
る
「
文
林
郎
守
太
子
右
内
率
府
録
事
参
軍
事
崇
賢
館
直
学
士
」
　
は
、
次
の
よ
う
な
官
職
で
あ
る
。

「
文
林
郎
」
は
、
実
務
を
伴
わ
な
い
従
九
品
上
の
散
官
で
位
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
、
「
北
斉
、
文
林
館
を
置
き
、
文
学
の
士
を
徹
し
、

以
て
之
に
充
つ
。
其
の
義
を
取
る
な
り
」
(
『
大
唐
六
典
』
巻
二
尚
書
省
吏
部
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
守
」
は
、
官
職
の
方
が
位
よ
り

高
い
こ
と
を
示
す
。
官
吏
と
し
て
の
位
で
あ
る
「
文
林
郎
」
(
従
九
品
上
)
　
よ
り
、
実
務
の
「
太
子
右
内
率
府
録
事
参
軍
事
」
(
正
九
品
上
)

が
晶
階
が
高
い
。
「
太
子
右
内
率
府
」
は
、
千
牛
と
い
う
刀
を
以
て
皇
太
子
を
護
衛
す
る
東
宮
の
役
所
で
'
「
録
事
参
軍
事
」
は
そ
の
文
書

管
理
な
ど
を
担
当
す
る
。
こ
の
時
の
太
子
は
、
高
宗
の
第
五
子
弘
で
あ
る
。
弘
は
則
天
武
后
の
子
で
、
顕
慶
元
年
(
六
五
六
)
　
に
四
歳
で

太
子
と
な
り
へ
上
元
二
年
(
六
七
五
)
　
に
夷
じ
て
い
る
。
「
崇
賢
館
直
学
士
」
も
東
宮
の
官
で
あ
る
。
崇
賢
館
は
貞
観
十
三
年
に
置
か
れ
、

学
士
・
直
学
士
な
ど
が
東
宮
の
経
籍
図
書
を
整
理
し
諸
生
を
教
授
す
る
の
を
任
と
し
た
。
上
元
二
年
(
六
七
五
)
以
降
は
'
太
子
李
賢
の

名
を
避
け
て
崇
文
館
と
改
名
さ
れ
て
い
る
(
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
職
官
志
三
、
『
新
唐
書
』
巻
四
九
上
百
官
志
四
上
へ
『
大
唐
六
典
』
巻
二

六
)
。
『
旧
唐
書
』
文
苑
伝
は
、
「
崇
賢
館
学
士
」
と
す
る
が
、
門
下
省
の
弘
文
館
に
「
五
品
以
上
を
学
士
と
日
ひ
、
六
品
己
下
を
直
学
士

と
日
ふ
」
(
『
旧
唐
書
』
巻
四
三
職
官
志
二
へ
『
新
唐
書
』
巻
四
七
百
官
志
二
、
『
大
唐
六
典
』
巻
八
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
直
学

士
の
方
が
正
し
い
。

『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
・
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
で
は
、
こ
の
後
に
「
怖
王
侍
読
を
兼
ぬ
」
と
あ
り
、
『
文
選
』
注
を
上
表
し
た
後
に
、
瀞

王
府
記
室
参
軍
に
な
っ
た
と
記
す
。
柿
王
と
い
う
の
は
、
上
元
二
年
(
六
七
五
)
　
に
太
子
に
な
る
以
前
の
章
懐
太
子
李
賢
の
封
号
で
あ
る
。

『
旧
居
書
』
巻
八
六
章
懐
太
子
伝
に
よ
れ
ば
、
李
賢
は
則
天
武
后
の
子
で
、
永
微
六
年
(
六
五
五
)
　
正
月
に
瀞
王
に
、
龍
朔
元
年
(
六
六

l
)
　
九
月
に
柿
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
O
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
・
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
の
記
載
と
前
後
矛
盾
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
高

歩
蔵
は
、
「
旧
伝
に
言
ふ
、
善
先
に
柿
王
侍
託
を
兼
ね
、
後
に
瀞
王
府
記
室
参
軍
に
除
せ
ら
る
と
。
疑
ふ
ら
-
は
酒
、
洛
二
字
互
ひ
に
誤

っ
な
り
」
と
言
い
、
屈
氏
も
そ
れ
に
従
っ
て
「
瀞
王
侍
読
を
兼
ぬ
」
「
柿
王
府
記
室
参
軍
に
除
せ
ら
る
」
　
と
改
め
た
上
で
、
「
洛
王
侍
読
を
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兼
ぬ
」
　
は
『
文
選
』
注
を
上
表
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

確
か
に
へ
王
府
の
「
侍
読
」
(
『
新
唐
書
』
巻
四
九
下
百
官
志
四
下
王
府
官
)
、
「
記
室
参
軍
」
(
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
職
官
志
三
、
『
新
唐
書
』

巻
四
九
下
百
官
志
四
下
、
『
大
唐
六
典
』
巻
二
九
は
'
並
び
に
「
記
室
参
軍
事
」
　
に
作
る
)
　
と
も
に
従
六
品
上
の
宮
で
あ
り
'
九
品
の
官

位
で
あ
る
~
「
文
林
郎
」
「
太
子
右
内
率
府
録
事
参
軍
」
と
同
時
に
兼
任
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
O
た
だ
、
激
と
柿
を
入
れ
換
え
る
必
要

は
な
-
、
「
柿
王
侍
読
を
兼
ぬ
」
　
の
時
期
だ
け
が
誤
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
'
墓
誌
⑤

に
「
官
は
秘
書
郎
弘
文
館
学
士
柿
王
侍
読
に
至
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
章
懐
太
子
李
賢
が
柿
王
で
あ
っ
た
の
は
、
龍
朔
元

午
(
六
六
一
)
九
月
か
ら
威
亨
三
年
(
六
七
二
)
ま
で
で
あ
る
。
威
亨
三
年
(
六
七
二
)
　
六
月
に
は
'
薙
王
と
な
っ
て
い
る
(
『
旧
唐
書
』

巻
八
六
章
懐
太
子
伝
)
。

と
す
れ
ば
、
李
善
は
『
文
選
』
注
を
上
表
し
た
後
、
洛
王
府
記
室
参
軍
事
と
な
り
(
李
賢
が
瀞
王
で
あ
っ
た
の
は
、
永
徴
六
年
(
六
五

五
)
　
か
ら
龍
朔
元
年
(
六
六
l
)
　
九
月
ま
で
)
、
秘
書
省
の
秘
書
郎
(
従
六
品
上
)
　
に
転
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
墓
誌
⑤
に
「
官
は
秘
書

郎
弘
文
館
学
士
柿
王
侍
読
に
至
る
」
と
あ
る
の
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
怖
王
侍
読
を
兼
ぬ
」
　
は
'
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

墓
誌
④
に
も
李
善
が
弘
文
館
学
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
弘
文
館
は
門
下
省
に
属
し
'
学
士
・
直
学
士
は
館
に
所
蔵
す
る
図

書
の
整
理
と
高
官
の
子
弟
へ
の
教
授
を
任
務
と
す
る
。
定
員
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
他
官
と
兼
任
L
へ
　
五
品
以
上
を
学
士
、
六
品
以
下
を

直
学
士
と
い
う
(
『
旧
唐
書
』
巻
四
三
職
官
志
二
へ
『
新
唐
書
』
巻
四
七
百
官
志
二
へ
『
大
唐
六
典
』
巻
八
)
。
李
善
は
六
品
以
下
で
あ
る
の

(S)

で
「
弘
文
館
直
学
士
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。

(
『
文
選
』
注
上
表
の
時
期
に
つ
い
て
)

本
伝
に
顕
慶
中
と
記
さ
れ
て
い
る
『
文
選
注
』
を
上
表
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
二
説
あ
る
。

l
つ
は
『
文
選
』
に
付
さ
れ
て
い
る
「
上
文
選
注
表
」
　
の
、

(
a
i

顧
慶
三
年
九
月
十
七
日
文
林
郎
守
太
子
右
内
率
府
録
事
参
軍
事
崇
賢
館
直
学
士
臣
李
善
上
表
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で
あ
り
へ
一
つ
は
『
唐
会
要
』
巻
三
六
に
見
ら
れ
る
、

顧
慶
六
年
正
月
二
十
七
日
、
右
内
率
府
録
事
参
軍
崇
賢
館
直
学
士
李
善
上
注
『
文
選
』
六
十
巻
へ
蔵
干
秘
府
。

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
双
方
と
も
日
付
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
へ
単
純
な
誤
記
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
屈
守
元
氏
は
、
李
善
が
顕

慶
三
年
(
六
五
八
)
　
に
『
文
選
注
』
を
上
表
し
て
か
ら
、
三
年
た
っ
た
顕
慶
六
年
(
六
六
1
年
二
月
に
改
元
さ
れ
龍
朔
元
年
と
な
る
)
に
'

始
め
て
正
式
の
詔
に
よ
っ
て
秘
府
に
収
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
の
「
嘗
て
『
文
選
』
を
注
解
し
、
分
か
ち
て
六
十

巻
と
為
し
、
表
し
て
之
を
上
り
へ
綿
t
百
二
十
匹
を
腸
ひ
、
詔
し
て
秘
園
に
蔵
せ
し
む
」
、
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
の
「
『
文
選
』
注
を
為
し
、

敷
析
淵
沿
な
り
。
表
し
て
之
を
上
り
、
賜
賛
頗
る
渥
し
」
と
い
う
記
載
を
み
れ
ば
、
上
表
し
て
三
年
も
お
預
け
に
な
っ
て
い
た
と
は
思
え

な
い
。
或
い
は
へ
　
二
度
上
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
資
料
は
見
つ
か
ら
ず
、
両
説
を
併
記
し
て
お
く

し
か
な
い
。

な
お
'
李
善
が
『
文
選
』
注
を
行
っ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
衣
川
賢
次
氏
が
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
あ
る
「
臣
善
な
る
老
'

竺
印
E

此
の
白
塔
寺
に
在
り
て
'
文
選
を
撰
せ
り
」
と
い
う
記
述
を
も
と
に
、
揚
州
江
都
の
仏
寺
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
起
さ
れ
て
い
る
。

(
流
罪
と
晩
年
に
つ
い
て
)

そ
の
後
、
乾
封
年
間
(
六
六
六
年
正
月
・
・
六
六
八
年
二
月
)
　
に
'
経
城
令
(
河
北
道
貝
州
経
城
県
.
河
北
省
清
河
県
の
西
)
と
な
る
。

『
新
唐
書
』
文
芸
伝
は
「
澄
城
」
に
作
る
。
江
南
酉
道
宣
州
に
澄
県
(
安
徽
省
澄
県
)
は
あ
る
が
、
運
城
県
と
い
う
の
は
ど
こ
に
も
見
当

た
ら
な
い
。
『
旧
暦
書
』
儒
学
伝
の
「
経
城
」
と
い
う
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
乾
封
年
間
に
は
、
賀
蘭
敏
之
が
左
侍
極
・
蘭
台
太

史
の
位
と
周
国
公
の
爵
位
を
受
け
へ
「
偽
り
て
令
し
て
学
士
李
嗣
真
・
呉
蔵
の
徒
を
鳩
集
し
、
蘭
台
に
於
い
て
経
史
を
刊
正
し
井
せ
伝
記

を
著
撰
せ
し
む
」
(
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
三
外
戚
伝
)
と
い
う
よ
う
に
学
者
を
集
め
て
い
る
O
李
善
が
賀
蘭
敏
之
の
推
挙
を
得
て
弘
文
館
直

学
士
に
な
っ
た
の
も
恐
ら
-
こ
の
時
で
あ
ろ
う
。

賀
蘭
敏
之
は
'
則
天
武
后
の
異
母
兄
の
子
武
惟
艮
・
武
懐
運
が
課
さ
れ
た
時
、
武
后
の
父
武
士
護
の
後
継
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
左
侍
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極
・
蘭
台
太
史
の
位
と
周
国
公
の
爵
位
を
受
け
た
の
も
そ
の
時
へ
　
つ
ま
り
乾
封
元
年
(
六
六
六
)
　
八
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
(
両
『
唐
書
』

外
戚
伝
へ
『
旧
唐
書
』
巻
五
高
宗
紀
下
'
『
新
唐
書
』
巻
三
高
宗
紀
)
。
と
す
れ
ば
、
ほ
ど
な
く
李
善
は
賀
蘭
敏
之
の
も
と
を
去
っ
て
桂
城

(H)

令
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
屈
守
元
氏
は
、
李
善
が
秘
書
部
か
ら
澄
城
令
に
な
り
、
官
品
が
従
六
品
上
か
ら
正
六
品
上
に
上
が
っ
た
の
は
、

賀
蘭
敏
之
の
力
を
借
り
た
も
の
だ
と
す
る
.
経
城
県
の
等
級
は
、
「
畿
」
に
次
ぐ
「
望
」
(
『
新
唐
書
』
地
理
志
三
)
　
で
は
あ
る
が
、
そ
の

県
令
は
正
六
品
上
で
は
な
い
。
因
み
に
へ
澄
県
は
'
「
望
」
の
下
の
「
緊
」
で
あ
る
(
『
新
唐
書
』
地
理
志
五
)
o
屈
氏
の
見
解
に
は
俄
に

は
賛
同
し
難
い
。

李
善
が
な
ぜ
賀
蘭
敏
之
の
も
と
を
去
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
賀
蘭
敏
之
に
よ
っ
て
弘
文
館
学
士
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
李
嗣
真
が
'
敏

之
の
武
后
の
恩
寵
に
頼
っ
た
倣
慢
さ
を
嫌
っ
て
、
自
ら
求
め
て
地
方
に
出
て
義
烏
令
と
な
っ
た
(
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
1
方
便
伝
、
『
新
唐

書
』
巻
九
l
李
嗣
真
伝
)
と
い
う
の
と
似
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
O
た
だ
、
李
嗣
真
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
賀
蘭
敏
之
の
失
脚

事
件
に
連
座
す
る
こ
と
な
-
ち
-
普
-
難
を
逃
れ
た
の
で
あ
る
が
'
李
善
の
方
は
連
座
し
て
罪
を
受
け
て
い
る
。

威
亨
二
年
(
六
七
l
)
六
月
'
賀
蘭
敏
之
は
淫
行
が
発
覚
し
て
雷
州
(
広
東
省
海
康
県
)
　
へ
_
流
さ
れ
、
途
中
の
轟
州
(
広
東
省
親
閲
市
)

で
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
O
こ
の
事
件
で
「
敏
之
敗
れ
、
学
士
多
-
連
坐
す
」
(
『
新
唐
書
』
巻
九
一
李
嗣
真
伝
)
、
「
朝
士
の
敏

之
と
交
遊
せ
る
に
坐
し
て
、
嶺
南
に
流
さ
る
る
者
甚
だ
多
し
」
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
二
)
と
い
う
事
態
に
な
り
、
李
善
も
眺
州
(
雲
南

省
眺
安
県
)
　
に
流
罪
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
・
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
に
は
、
「
赦
に
遇
ひ
還
る
を
得
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
屈

氏
・
向
島
氏
と
も
'
威
亨
五
年
(
六
七
四
)
八
月
に
、
上
元
と
改
元
し
大
赦
が
行
わ
れ
た
時
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
'
両
『
唐
書
』

に
、
後
、
秘
書
監
と
な
り
玄
宗
の
侍
読
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
馬
懐
素
が
、
若
い
時
、
江
都
で
李
善
に
師
事
し
た
(
『
旧
唐
書
』
巻
t
〇

二
、
『
新
唐
書
』
巻
1
九
九
儒
学
伝
中
)
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
馬
懐
素
の
墓
誌
「
故
鍍
青
光
禄
大
夫
秘
書
監
兼
昭
文
館
学
士
侍
読

上
柱
国
常
山
県
開
国
公
贈
潤
州
刺
史
馬
公
墓
誌
銘
」
(
『
全
唐
文
』
巻
九
九
五
)
に
よ
れ
ば
'
馬
懐
素
は
開
元
六
年
(
七
l
八
)
に
六
十
歳
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で
卒
し
て
お
り
、
顕
慶
四
年
(
六
五
九
)
　
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
'
「
墓
誌
」
　
に
は
、

幼
-
し
て
聡
頴
、
六
歳
に
し
て
能
く
書
を
諭
し
、
1
た
び
見
れ
ば
忘
れ
ず
。
-
-
十
五
に
し
て
編
-
詩
・
礼
・
騒
・
雅
を
諭
し
、

能
-
文
を
属
り
、
史
力
有
り
。
長
史
魚
承
嘘
へ
特
に
器
具
な
る
を
見
て
、
孝
廉
に
挙
げ
、
引
き
て
同
に
載
せ
て
洛
に
入
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
馬
懐
素
が
十
五
歳
の
時
と
い
え
ば
、
威
亨
四
年
(
六
七
三
)
　
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
江
都
で
李
善
に
師
事
で
き
る
期

間
は
、
李
善
が
眺
州
か
ら
帰
還
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
の
時
期
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
o
恐
ら
-
李
善
は
、
威
亨
二
年
(
六
七
1
)

の
流
罪
か
ら
程
無
-
、
威
亨
五
年
(
六
七
四
)
八
月
の
大
赦
以
前
に
、
許
さ
れ
て
江
都
に
帰
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
賀
蘭
敏
之
と
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
は
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
極
短
期
間
で
赦
免
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
岡
村
繁
氏
が
言
わ
れ

(
2
)

る
ほ
ど
、
李
善
は
則
天
武
后
の
側
に
立
っ
た
政
治
家
で
は
な
-
、
た
だ
武
后
の
世
に
生
き
た
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

(,',)

そ
れ
以
降
、
十
五
年
間
、
李
善
は
官
に
就
か
ず
、
洋
(
河
南
省
開
封
市
)
那
(
河
南
省
鄭
州
市
)
の
間
に
寓
居
し
て
『
文
選
』
を
講
じ
、

諸
生
が
多
-
遠
方
よ
り
集
ま
り
、
「
文
選
学
」
と
呼
ば
れ
盛
況
を
呈
し
た
。
そ
の
間
、
上
元
二
午
(
六
七
五
)
に
、
李
邑
が
生
ま
れ
て
い

る
。
儀
鳳
元
年
(
六
七
六
)
に
は
、
か
つ
て
侍
読
を
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
李
賢
が
、
学
者
を
集
め
て
『
後
漢
書
』
注
を
編
纂
し
望
上
し

(
[
こ

て
い
る
(
『
旧
唐
書
』
巻
八
六
章
懐
太
子
伝
、
『
唐
会
要
』
巻
三
六
)
が
、
李
善
が
そ
れ
に
加
わ
っ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、

載
初
元
年
に
年
老
い
て
卒
し
た
と
い
う
。

以
上
の
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
れ
ば
、
李
善
の
年
譜
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
な
お
、
年
齢
に
つ
い
て
は
前
後
五
年
ぐ
ら
い
の
幅

が
あ
る
。唐

初
(
六
二
〇
ご
ろ
)
生
ま
れ
る
。
祖
父
は
磨
(
晴
の
連
州
司
馬
)
、
父
は
元
哲
(
居
を
広
陵
に
移
す
。
唐
の
折
州
別
駕
、
括
州
括

蒼
令
)
。

貞
観
八
年
(
六
三
四
)
　
十
五
歳
ご
ろ
　
揚
州
江
都
で
官
憲
か
ら
『
文
選
』
の
教
授
を
受
け
る
。

顕
慶
三
年
(
六
五
八
)
　
三
十
九
歳
　
『
文
選
』
注
を
上
表
。
官
は
文
林
部
守
右
内
率
府
録
事
参
軍
崇
賢
館
直
学
士
。
(
『
唐
会
要
』
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は
顕
慶
六
年
(
六
六
〓
　
正
月
の
こ
と
と
す
る
。
)

こ
の
間
、
瀞
王
府
記
室
参
軍
と
な
る
。

龍
朔
元
年
(
六
六
1
)
　
四
十
二
歳
　
秘
書
郎
に
転
任
。
怖
王
侍
託
を
兼
ね
る
0

乾
封
元
年
(
六
六
六
)
　
四
十
七
歳
　
賀
蘭
敏
之
の
推
挙
を
得
て
弘
文
館
直
学
士
を
兼
務
す
る
。

乾
封
年
間
(
六
六
六
年
正
月
-
六
六
八
年
二
月
)
へ
経
城
令
に
転
出
。

威
亨
二
年
(
六
七
二
　
五
十
二
歳
　
賀
蘭
敏
之
の
事
件
に
連
座
し
、
桃
州
に
流
罪
と
な
る
。

威
亨
三
年
(
六
七
二
)
ご
ろ
　
五
十
三
歳
　
赦
免
さ
れ
、
揚
州
江
都
に
帰
る
。
馬
懐
素
に
教
授
す
る
。

上
元
二
年
(
六
七
五
)
　
五
十
六
歳
　
李
亀
生
ま
れ
る
0

以
後
、
官
に
就
か
ず
、
洋
鄭
の
間
に
寓
居
し
て
『
文
選
』
を
講
ず
。

載
初
元
年
(
六
九
〇
)
　
七
十
l
歳
　
年
老
い
て
卒
す
o

李
善
の
著
書
と
し
て
は
'
『
文
選
注
』
六
十
巻
の
他
に
、
『
文
選
排
惑
』
十
巻
(
「
新
唐
志
」
　
四
)
、
『
文
選
音
義
』
十
(
『
日
本
国
見
在
書

目
録
』
)
、
『
漢
書
辞
惑
』
三
十
巻
(
『
旧
唐
書
』
儒
学
伝
・
「
旧
唐
志
」
上
o
「
新
唐
志
」
　
二
作
『
漢
書
排
惑
』
二
十
巻
)
が
記
録
に
残
さ

れ
て
い
る
が
'
現
存
す
る
の
は
、
『
文
選
注
』
六
十
巻
の
み
で
あ
る
。

三
　
李
善
注
の
増
補

唐
末
の
李
匡
父
の
『
資
暇
録
』
(
非
五
臣
)
　
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
る
。

世
に
数
本
の
李
氏
『
文
選
』
を
伝
ふ
。
初
め
て
注
の
成
れ
る
者
、
覆
注
な
る
者
有
り
。
三
注
四
注
な
る
者
有
り
。
当
時
旋
に
之
を

伝
写
す
る
を
被
る
。
其
の
絶
筆
の
本
、
皆
音
を
釈
し
義
を
訓
じ
、
注
解
甚
だ
多
し
。
余
が
家
、
幸
ひ
に
し
て
蔦
れ
有
り
。
嘗
て
教
本

を
将
て
並
び
に
校
す
る
に
(
唯
だ
注
の
婚
略
異
な
る
有
る
の
み
な
ら
ず
へ
科
段
に
至
る
も
互
ひ
に
相
同
じ
か
ら
ず
、
余
が
家
の
本
の
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該
備
な
る
に
似
た
る
無
し
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
末
に
は
、
初
注
本
か
ら
絶
筆
本
に
至
る
五
種
の
李
善
注
『
文
選
』
が
あ
り
、
最
後
の
絶
筆
本
は
、
「
皆
音
を
釈
し

義
を
訓
じ
、
注
解
甚
だ
多
し
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
李
善
注
は
次
々
と
増
補
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
増
補
に
関
し
て
、
蒋
敵
は
唐
妙
本
『
文
選
』
残
巻
の
題
記
(
『
鴨
沙
石
室
古
籍
叢
残
』
所
収
)
に
、

今
此
の
巻
と
今
本
と
相
校
す
る
に
、
凡
そ
今
本
釈
意
の
処
、
此
れ
皆
略
に
従
ふ
。
此
れ
崇
賢
(
李
善
)
　
の
初
次
表
上
の
本
た
り
て
、

今
本
は
北
海
(
李
亀
)
補
益
の
本
な
る
を
知
る
0

と
'
李
邑
増
補
説
を
記
し
て
い
る
0
こ
れ
は
、
『
新
唐
書
』
文
芸
伝
中
の
李
亀
の
伝
記
の
、

邑
少
-
し
て
名
を
知
ら
る
O
始
め
善
『
文
選
』
に
注
し
、
事
を
釈
し
て
意
を
忘
る
。
書
成
り
て
以
て
亀
に
問
ふ
.
邑
敦
へ
て
対
へ

ず
。
善
之
を
詰
ふ
に
、
亀
の
意
更
む
る
所
有
ら
ん
と
欲
す
。
善
日
-
、
「
試
み
に
我
が
為
に
之
を
補
益
せ
よ
」
と
。
監
　
事
に
附
し

て
義
を
見
は
し
、
善
以
へ
ら
-
其
れ
奪
ふ
べ
か
ら
ず
と
。
故
に
両
署
井
び
に
行
は
る
。

と
い
う
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、
つ
と
に
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
が
、
「
『
新
唐
書
』
は
喜
ん
で
小
説
を
采
り
、
未
だ
詳
考
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
」
と
否
定

し
て
い
る
よ
う
に
、
李
亀
の
才
を
称
賛
す
る
た
め
の
記
事
で
あ
り
'
事
実
と
し
て
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
李
亀
は
『
文
選
』
注
が
上
表
さ

れ
た
顕
慶
年
間
(
六
五
六
-
六
六
一
)
に
は
、
ま
だ
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
「
書
成
り
て
以
て
邑
に
問
ふ
」
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。

『
新
唐
書
』
文
芸
伝
の
記
事
は
控
造
で
あ
る
と
し
て
も
、
李
善
が
卒
し
た
載
初
元
年
(
六
九
〇
)
に
は
、
十
五
歳
に
達
し
て
い
た
李
亀

が
、
父
の
死
後
、
補
益
を
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
-
は
な
い
.
し
か
し
'
数
多
い
李
亀
に
関
す
る
伝
記
資
料
へ
先
に
挙
げ
た
墓
誌
、
李
亀

自
身
の
文
章
(
『
李
北
海
集
』
)
に
、
亀
と
『
文
選
』
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
が
〓
1
口
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
単
純
に
李
亀
が
増
補
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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李
亀
よ
り
も
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
李
善
が
、
顕
慶
三
年
に
『
文
選
』
注
を
上
表
し
て
か
ら
卒
す
る
ま
で
の
三
十
二
年
間
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
、
李
善
の
詩
文
と
し
て
は
'
「
上
文
選
注
表
」
以
外
は
〓
属
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
『
文
選
』
注
に
専
念
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
李
善
自
身
が
増
補
改
編
を
繰
り
返
し
行
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
に
、
李
亀
の
意
見
が
加
わ
っ
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
L
へ
或
い
は
、
師
の
李
善
が
講
じ
た
『
文
選
』
注
を
諸
生
た
ち
が
伝
写
し
て
伝
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
主

体
は
あ
-
ま
で
李
善
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
李
善
の
伝
記
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
考
察
を
行
っ
た
結
果
、
李
善
は
生
涯
『
文
選
』
の
注
釈
と
教
授
に
携
わ
っ
た
人
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
へ
晩
年
の
二
十
年
近
く
官
職
に
就
か
ず
『
文
選
』
を
講
じ
た
だ
け
で
生
活
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
'
当
時
『
文
選
』
を
学
ぶ
こ
と
の
需
要
が
極
め
て
高
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
李
善
の
生
活
そ
の
も
の
が
「
文
選
学
」
　
の

隆
盛
ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
李
善
の
官
界
で
の
活
躍
は
子
の
李
亀
に
は
造
か
に
及
ば
ず
、
墓
誌
②
に
は
'
李
善
の
こ

と
を
「
顕
な
れ
ど
も
栄
な
ら
ず
」
　
と
記
し
て
い
る
。

注123

許
徳
楠
・
李
鼎
霞
点
校
　
1
九
八
四
年
北
京
中
華
書
局
本
に
よ
る
。

拙
稿
「
『
文
選
』
李
善
注
前
史
」
(
『
藤
原
尚
教
授
広
島
大
学
定
年
祝
賀
記
念
中
国
学
論
集
』
渓
水
社
一
九
九
七
年
)
0

周
紹
艮
主
編
『
唐
代
直
読
褒
編
』
　
上
海
古
籍
出
版
社
　
1
九
九
二
年
.
な
お
へ
墓
誌
①
、
⑤
に
つ
い
て
は
、
『
洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
斡
縄
』
(
中
国
社

会
科
学
出
版
社
　
1
九
九
1
年
)
も
参
照
し
た
.

『
新
唐
書
』
巻
七
二
上
宰
相
世
系
表
二
上
で
は
'
李
亀
の
子
は
岐
・
頴
の
二
人
で
'
頴
の
子
が
正
叔
・
正
卿
へ
正
叔
の
子
が
麹
と
な
っ
て
い
る
が
'
墓

誌
②
⑤
①
⑤
で
は
、
李
亀
の
子
は
寮
・
岐
・
勉
の
三
人
、
勉
の
子
が
正
卿
と
な
っ
て
い
る
。
墓
誌
四
篇
と
も
に
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
'
恐
ら
く

世
系
表
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
世
系
表
の
記
す
元
哲
以
下
の
系
図
は
'
左
記
の
通
り
で
、
墓
誌
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
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囲
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S

I

漸
h
…

喧
h

汰

刺
涛
「
江
夏
季
氏
叔
略
」
(
『
文
献
』
　
t
九
九
五
年
第
1
期
所
収
)
へ
向
島
成
美
「
李
善
論
-
そ
の
事
跡
と
文
選
注
の
方
法
に
つ
い
て
I
」
(
筑
波
大
学

『
文
芸
言
語
研
究
(
文
芸
篇
)
』
第
二
〇
号
　
1
九
九
1
年
)
へ
寛
文
生
「
李
亀
伝
初
探
」
(
『
太
田
進
先
生
週
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
中
国
文
芸
研
究
会

i
九
九
五
年
)
参
照
。

宰
相
世
系
表
に
よ
れ
ば
'
遡
郡
の
李
氏
は
、
秦
の
司
徒
費
I
秦
太
停
磯
I
趨
相
牧
I
秦
中
大
夫
旧
-
趨
広
武
君
左
革
-
漠
濠
郡
守
退
-
謀
議
大
夫
岳
I

穎
川
太
守
乗
-
五
大
夫
将
軍
敏
-
臨
准
太
守
謀
-
上
党
太
守
唾
-
酒
泉
太
守
護
I
東
郡
太
守
太
常
卿
武
(
江
夏
季
氏
の
項
で
は
護
の
次
子
昭
と
す
る
)
-

就
と
な
っ
て
い
る
。

宰
相
世
系
表
が
'
就
の
六
世
の
孫
式
か
ら
疑
-
尚
-
矩
I
充
-
顧
と
続
き
へ
　
そ
の
七
世
の
孫
元
哲
に
至
る
と
記
す
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
矢
野
主
税

『
魂
晋
百
官
世
系
表
』
(
長
崎
大
学
史
学
会
　
1
九
七
t
年
油
印
本
)
参
照
.

刈
持
氏
は
五
世
後
と
す
る
が
'
根
拠
は
不
明
o

『
唐
代
墓
誌
尭
編
』
が
「
磨
」
を
「
贈
」
　
に
作
る
の
は
、
誤
植
で
あ
る
。
今
へ
『
洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
韓
縄
』
に
よ
っ
て
改
め
る
。

墓
誌
①
は
「
祖
哲
」
　
に
作
り
「
元
」
字
が
無
い
。

『
唐
代
墓
誌
嚢
編
』
貞
元
二
六
「
唐
故
朝
散
大
夫
試
大
理
司
直
兼
曹
州
考
城
県
令
柳
府
君
霊
表
」
(
外
孫
江
夏
季
師
稜
述
)
　
に
、
柳
均
の
夫
人
が
李

善
の
孫
で
'
李
亀
の
娘
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
O

1
2
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
寛
氏
は
、
「
李
亀
の
墓
誌
」
(
墓
誌
②
)
　
に
「
其
の
出
ず
る
こ
と
末
だ
大
な
ら
ず
」
と
記
し
て
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

と
し
て
、
「
李
亀
の
先
祖
に
つ
な
が
る
人
の
な
か
に
、
東
晋
の
侍
中
に
な
っ
た
李
式
や
『
晋
書
』
文
苑
伝
に
著
録
さ
れ
る
李
充
、
李
顕
父
子
ら
の
学
者
は
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い
な
か
っ
た
こ
と
を
へ
こ
の
言
葉
は
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
1
般
的
に
言
っ
て
、
正
史
に
伝
が
あ
り
へ
世
間
に
誇
れ
る
よ
う
な
立

派
な
祖
先
を
持
ち
な
が
ら
、
墓
誌
銘
が
そ
れ
に
触
れ
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

拙
稿
(
注
2
)
0

李
亀
の
年
譜
は
'
朱
美
田
『
中
国
古
代
書
法
家
叢
書
「
李
d
J
』
(
紫
禁
城
出
版
社
　
l
九
八
八
年
)
に
詳
し
い
.

『
文
選
導
読
』
(
巴
萄
書
社
　
1
九
九
三
年
)
o

「
左
侍
極
」
は
'
門
下
省
の
左
散
騎
常
侍
の
こ
と
で
、
龍
朔
二
年
(
六
六
二
)
か
ら
成
亨
元
年
(
六
七
〇
)
　
の
間
こ
の
名
称
に
改
め
ら
れ
て
い
た
。

(
『
旧
唐
書
』
巻
四
三
職
官
志
へ
『
大
唐
六
典
』
巻
八
)

「
蘭
台
太
史
」
は
'
秘
書
省
の
長
官
の
秘
書
監
こ
と
で
あ
る
。
秘
書
省
は
'
龍
朔
二
年
(
六
六
二
)
か
ら
威
亨
元
年
(
六
七
〇
)
の
間
に
「
蘭
台
」
と

改
称
さ
れ
へ
秘
書
監
を
蘭
台
太
史
と
改
名
し
て
い
た
。
蘭
台
部
は
、
秘
書
郎
の
こ
と
(
『
旧
唐
書
』
巻
四
三
職
官
志
二
、
『
新
唐
書
』
巻
四
七
百
官
志
二
、

『
大
唐
六
典
』
巻
十
)
0

『
文
選
』
の
坂
本
は
「
録
事
参
軍
」
に
作
る
が
、
今
九
条
本
・
上
野
本
の
「
録
事
参
軍
事
」
に
作
る
の
に
従
う
。
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
職
官
志
三
、
『
新

唐
書
』
巻
四
九
上
百
官
志
四
上
、
『
大
唐
六
典
』
巻
二
八
も
「
録
事
参
軍
事
」
　
に
作
る
。

墓
誌
③
(
『
洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
斡
縄
』
)
は
'
「
蘭
台
郎
'
集
賢
殿
学
士
」
に
作
る
(
『
唐
代
墓
誌
愛
編
』
は
こ
の
部
分
を
含
む
一
行
を
脱
し
て
い
る
)
o

し
か
し
、
『
大
唐
六
典
』
巻
九
に
よ
る
と
、
集
貿
殿
書
院
は
開
元
l
三
年
(
七
二
五
)
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
載
は
誤
り
で
あ
る
。

九
条
本
・
上
野
本
(
作
上
注
表
)
・
明
州
本
・
蓑
本
の
末
尾
。
尤
本
・
胡
刻
本
の
末
尾
で
は
'
「
顕
慶
三
年
九
月
日
上
表
」
に
作
り
、
日
付
は
記
さ
れ
て

お
ら
ず
へ
官
職
名
は
冒
頭
に
記
す
。

衣
川
賢
次
「
文
選
李
善
注
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
小
尾
博
士
古
稀
記
念
車
国
学
論
集
』
汲
古
書
院
　
1
九
八
三
年
)
O

屈
守
元
氏
は
「
経
城
」
　
で
は
な
く
「
澄
城
」
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

岡
村
繁
「
『
文
選
』
李
善
注
の
編
修
過
程
-
そ
の
緯
書
引
用
の
仕
方
を
例
と
し
て
-
」
(
東
方
学
会
四
十
周
年
記
念
『
東
方
学
論
集
』
　
1
九
八
七
年
)

で
、
李
善
が
武
后
の
血
統
と
終
始
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
と
い
う
の
は
'
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。

宋
・
銭
易
撰
『
南
部
新
書
』
巻
三
に
は
、
「
李
善
　
梁
宋
(
河
南
省
商
丘
市
)
　
の
邦
に
於
い
て
文
選
学
を
開
-
。
乃
ち
注
し
て
六
十
巻
と
為
す
」
と
い

ぅ
。
衣
川
賢
次
氏
(
注
2
1
の
論
文
)
　
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
『
宋
高
僧
伝
』
釈
玄
曇
伝
も
「
梁
宋
の
間
」
と
し
て
い
る
と
い
う
。

『
後
漢
書
』
斑
固
伝
の
「
両
都
駅
」
注
な
ど
に
は
'
李
善
注
『
文
選
』
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
両
者
の
比
較
検
討
は
別
途
論

ず
る
こ
と
に
す
る
。



-99- 李善伝記考(富永)

李　善　停　追　考

富　永　-　登

雅惰・粛抜『文迭音』始側了『文迭』注樺后、侍奉惰帰帝・唐太宗的曹寛碗

定了「文進学」的地位、其后又力李善雄承了迭項研究。可是、李善不但准承了

前人以椋附音注、解粋滴文箱主的注樺、就是対『文速』正文作者的言譜表込、

也以挙典殉据作出了洋尽的解樺.迭一首側的体例使『文迭』得以流停后世、井

田此而取得了級其重大的成果。

本文是在研究了現存中与李善相美的停妃等資料的基献上、対李善迭秤新型

「文逸学」同世的径祐所作的考察。首先、本文以史事、墓志殉資料対被称力江

夏季氏的李善家常作了考察、臥而施明了李善的先祖中如晋・李充等既巳有注秤

家的存在。既而、又依据『旧唐事』、 『新唐事』等資料、推定了李善停i己中萱今

尚碓判明的生年、出仕、流罪及赦免的吋期、辺而推断出李善将『文迂』注上表

吋是在四十夢前、其后至去世的灼三十年間亦専心致志於『文速』注的朴汀。




